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長崎都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更  

 

  都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。 

 

１．都市計画の目標  

都市を取り巻く状況は、人口減少・高齢社会の進行・地球環境問題や財政悪化など

大きく変化している。このようなことから、現今の社会経済情勢や本県の地域特性を

踏まえ、暮らしやすく活力のある都市環境の形成を図るため、「長崎県にぎわいの都

市づくり基本方針（平成１９年３月）」に基づき、長崎県の今後の都市づくりを進め

ていく。 

 

その実現に向け、市街地のにぎわいを取り戻し、また、高齢者から子どもまであら

ゆる世代が不便なく、安心して暮らせる環境を形成するため、立地適正化計画や地域

公共交通計画などの各種関連計画を活用して、集約型の都市づくり（コンパクト・プ

ラス・ネットワークの実現）を推進する。これにより、市街地の無秩序な拡大を抑制

しながら、既成市街地における生活環境の維持に努め、地域の拠点に様々な都市機能

を集積し集客力を高めてにぎわいを創出するとともに、地域における公共交通の維持

及び利用促進を図る。 

また、道路などの都市施設を効率的に配置して整備を促進するとともに、公園や緑

地の整備や保全などにより低炭素型の都市づくり及び環境負荷の少ない都市づくり

も併せて推進していく。 

 

上記を踏まえながら、本都市計画区域の実情に応じて、都市づくりを行っていくも

のとする。 

 

 １）長崎都市計画区域における都市づくりの基本理念  

長崎都市計画区域は、長崎市、諫早市、長与町、時津町の２市２町で構成される県

下最大規模の都市計画区域であり、長崎県の中枢として、県全体の発展を牽引する役

割を担う都市計画区域である。 

本都市計画区域は、長崎・西彼地域と県央地域にまたがって指定されており、しか

も、両地域の中心となる長崎市、諫早市を含む都市計画区域であることから、長崎・

西彼地域、県央地域それぞれの特色を活かした都市づくりを進めることとする。 

長崎・西彼地域は、全県の中枢としての役割を担う地域であり、数多くの歴史文化

遺産や独特の異国情緒を有するとともに、平和運動の発信など、国際交流の拠点とな

っている地域でもある。ここで、「県内外や海外との交流拠点の形成と定住拠点づく

り」を長崎・西彼地域全体のまちづくりの目標とし、長崎市を中心として、これに即

したまちづくりを展開する。 

県央地域は、陸・空の交通の要衝であり、産業の集積と多くの交流人口がある地域

である。また、比較的に平野部が多く、豊かな自然環境と田園環境を有する地域でも

ある。ここで、「優れた交通条件を活かした新たな産業と生活拠点の創造」を県央地

域全体のまちづくりの目標とし、諫早市を中心として、これに即したまちづくりを展

開する。 

また、長崎都市計画区域は、大規模かつ広域的であるばかりではなく、様々な特長、

個性を有した都市計画区域でもある。 

長崎市域においては、県都として高次の都市機能が集積されているばかりではなく、

歴史に裏打ちされた異国情緒や「明治日本の産業革命遺産」や「長崎と天草地方の潜

伏キリシタン関連遺産」の２つの世界遺産をはじめとする歴史文化遺産、夜景などの
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豊かな観光資源、世界平和に向けた情報発信による国際的な知名度、集積した大規模

な造船関連産業、斜面都市独自の大景観などを有している。また、高速道路や新幹線、

国際航路などの広域交通網の整備拡充により、今後も都市機能の集積性・成長性が高

く強い求心力を持つ区域である。 

諫早市域においては、県央地域の中心として、また、長崎県の交通の要衝として、

集積された都市機能のほか、先端技術産業の集積、都市生活者の定住の受け皿となる

良好な住宅環境、広大な田園環境や恵まれた自然環境などを有している。 

長与町域や時津町域においては、都市生活者の定住の受け皿となる優れた住宅環境

を有している。 

 

これらの特長を有する一方、平地部の不足による縁辺部での市街地の拡大、斜面住

宅地に顕著に見られる人口流出や高齢化、中心市街地などの活力低下など、様々な問

題点を有している。 

 

このような状況を踏まえ、本都市計画区域の基本理念を次のとおりとする。 

 

・高次かつ多様な都市機能が集積し、全県を牽引する都市づくり 

・観光資源の活用や交通機能の強化により広域的な交流を促進する都市づくり 

・各地区の特長を活かし、地区間の連携を強めた個性のある都市づくり 

・斜面地や田園環境、自然環境を活かし、多様な都市の生活が展開できる都市づくり 
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 ２）地区毎の市街地像  

   ａ．長崎都心部 

本県の商業・業務活動の中枢を担う地区であり、出島、オランダ坂、世界遺産

の構成資産を含むグラバー園などの全国的に知名度の高い観光資源を有するとと

もに、長崎港臨海部では、本県を代表する基幹産業である造船関連産業が集積し

ている地区でもある。 

ＪＲ長崎駅周辺地区を始めとした長崎市中央部・臨海地域の都市再生、新幹線

や高速道路などの広域的な交通体系の整備拡充により、国際的な観光・文化交流

の拠点として、にぎわいと活力のある魅力的な都市空間の形成を図る。また、都

心部の中でも東山手・南山手地区や中島川・寺町地区などの景観形成重点地区を

中心に、歴史や異国情緒を備えたまちなみの維持・充実や、稲佐山などから見た

夜景の維持・保全を図る。 

   ｂ．浦上及びその周辺部 

国際平和のシンボルでもある平和公園や、長崎大学、長崎大学医学部附属病院、

長崎ブリックホールなど、都心部の機能を補完・充実する高次都市機能が集積す

る地区である。 

これらの都市機能を活かして、国際平和の情報発信、平和学習、高度な教育や

医療、スポーツや文化・芸術活動による交流など、質の高い都市サービスが提供

できる市街地の形成を図る。 

   ｃ．長崎市東部 

東長崎地区は、豊かな自然環境に恵まれ土地区画整理事業などにより整備され

た良好な住環境を有する住宅団地が広がる地区である。地区内には快適性、利便

性を高めるための公共公益施設、商業施設、公共空地などが合理的に配置されて

いる。 

当地区については、事業が完了もしくは施行中の東長崎矢上、東長崎平間・東

地区とともに、利便性が高く、優れた住環境を持つ住宅市街地としての形成を図

る。 

東長崎地区には長崎卸団地、長崎市中央卸売市場、長崎花市場が、日見地区に

は長崎総合科学大学が立地している。 

長崎卸団地、長崎市中央卸売市場、長崎花市場については、流通業務の拠点と

して機能的な市街地の形成を図り、大学周辺については、教育の拠点として、周

辺環境と調和した市街地の形成を図る。 

   ｄ．長崎市西部 

三重地区は、長崎県地方卸売市場長崎魚市場、県総合水産試験場などが立地し、

背後地には水産関連の店舗が立地した地区である。また、計画的な住宅団地開発

が行われ、良好な住環境を有する地区でもある。 

こうした地域資源を活かし、三重及びその周辺地区の生活圏の中心として、水

産関連施設と良好な住環境が共存した市街地の形成を図る。 

   ｅ．長崎市南部 

小ヶ倉・土井首の臨海部には工場や港湾関連施設が集積し、長崎港の物流の拠

点となっている。また、小ヶ倉団地、ダイヤランド、鶴見台、平山台、ウェリス

パーク新戸町などの計画的に開発された住宅団地を有する地区でもある。 

臨海部については、港湾物流の拠点としての形成を図り、住宅団地については、

優れた住環境を持つ住宅市街地としての形成を図る。 

香焼地区には基幹産業である造船関連産業が大規模に集積しており、造船関連

産業の拠点として位置づけ、工業地として周辺環境と調和した市街地形成を図る。 

   ｆ．長崎市北部 

住吉及びその周辺地区には、商業・業務、公共公益施設が集積している。 
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当地区については、長崎市の副都心として、また長崎北部の中心として魅力あ

る市街地の形成を図る。 

滑石及びその周辺地区は、滑石団地、大園団地、横尾団地、エミネント葉山な

ど、計画的に開発された住宅団地を有する地区である。 

当地区については、公営住宅の建て替えと併せた都市基盤施設の整備により、

快適で便利に定住できる住環境を持った市街地の形成を図る。 

   ｇ．諫早市中心部 

諫早市役所周辺には、図書館や中央交流広場などの公共公益施設、業務施設が

集積しており、当市の中心的な商業地を擁している。諫早駅周辺は、公共交通の

結節点であり、県や国の機関、医療機関などが立地している。 

また、上山公園や御館山公園などの大規模な公園が配置されており、本市のシ

ンボルともいうべき一級河川本明川が市街地内を流れている。 

県央地域の中心として、また県北、島原、長崎・西彼の各地域を相互に結ぶ陸

上交通の要衝としてふさわしい都市機能の充実・強化を図り、産業、生活面での

多様な交流が展開されるとともに、緑や水辺に親しむことができる快適な環境を

有する市街地の形成を図る。 

   ｈ．諫早市西部及び南部 

長崎自動車道及び島原道路のインターチェンジ周辺には、広域交通の利便性を

活かして諫早中核工業団地、貝津金属工業団地、西諫早産業団地、南諫早産業団

地が立地している。 

当該地区を先端技術産業の拠点として位置づける。 

また、当地区に近接して、西諫早ニュータウンや久山台、青葉台など、良好な

住環境を有する住宅地が配置されており、いさはや西部台の整備も進められてい

る。 

これらの住宅地については、長崎都市圏における住宅需要の受け皿として、優

れた住環境を持つ住宅市街地としての形成を図る。 

ＪＲ喜々津駅から多良見支所周辺にかけては、多良見公民館、多良見体育セン

ターなどの公共公益施設が立地している。 

当地区については、周辺住民の日常生活を支える生活交流の拠点としての市街

地形成を図る。 

また、大村湾臨海部には、喜々津シーサイドタウン、木床団地などの計画的な

住宅地が整備されている。 

これらの住宅地については、長崎都市圏における都市生活者の住宅需要の大き

な受け皿となっており、優れた住環境を持つ住宅市街地としての形成を図る。 

ｉ．長与町市街地部 

長与町の中心部は、土地区画整理事業などによる計画的な都市基盤の整備が行

われており、図書館、体育館などの公共公益施設が、合理的に配置されている。 

当地区については、周辺住民の日常生活を支える生活交流の拠点としての市街

地形成を図る。 

また、当町内には、長与ニュータウン、青葉台、南陽台、緑ヶ丘、まなび野、

ビューテラス北陽台などの計画的な住宅地が整備されている。 

これらの住宅地については、長崎都市圏における都市生活者の住宅需要の大き

な受け皿となっており、現在、土地区画整理事業が進められている高田南地区と

ともに、優れた住環境を持つ住宅市街地としての形成を図る。 

   ｊ．時津町市街地部 

時津町の中心市街地は、土地区画整理事業に併せて、商業・業務施設、公共公

益施設が合理的に配置されており、臨海部に立地する工業団地には、工場の集積

がなされている。また、一般国道２０６号及び２０７号の沿道部には大規模小売
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店舗などが立ち並んでいる。 

当地区については、産業業務の拠点として都市機能の更なる集積や必要な都市

施設の整備による魅力の向上を図るとともに、商業の活性化や居住を促進し、周

辺住民の日常生活を支えつつ、にぎわいのある魅力的な生活交流の拠点としての

市街地形成を図る。 

また、本町内には、時津中央地区、左底地区、西時津地区、小島田東部地区、

元村地区などの土地区画整理事業及び民間開発などによる良好な住環境を有する

住宅地や比較的住宅が密集した既成市街地がある。 

これらの住宅地については、長崎都市圏における都市生活者の住宅需要の大き

な受け皿となっており、土地区画整理事業が進められている時津中央第２地区と

ともに、優れた住環境を持つ住宅市街地としての形成を図る。 
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２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針  

 １）区域区分の決定の有無  

 

 

長崎都市計画に区域区分を定める 

 

 

なお、区域区分を定めるとした根拠は、次のとおりである。 

 

  ①区域区分の必要性  

   ａ．市街地拡大の可能性 

・ 都市計画区域内の人口が増加する可能性は低い。 

しかし、 

・ 都市計画区域内において住宅や産業の新規土地需要が生じる可能性がある。 

・ 都市計画区域の市街地拡大に直接結びつくと考えられる主要プロジェクトがあ

る。 

・ 現行市街地において、人口密度が１haあたり60人（国が示している土地利用密

度の低い地域における参考値）を超えていることから、一定の市街地拡大の圧力

を有していると考えられる。 

 

以上の理由から、本都市計画区域では市街地拡大の可能性が高いと考えられる。 

 

   ｂ．良好な環境を有する市街地の形成を阻害する要因の有無 

・ 人口密度や道路整備状況、新築動向などから見ると、市街地拡散のおそれがあ

る。 

 

   ｃ．緑地など自然的環境の整備又は保全への配慮 

・ 植生の分布状況や新築動向などから見ると、市街地縁辺部の良好な植生を失う

おそれがある。 

 

   ｄ．土砂災害発生の危険性の高い市街地形成の可能性 

・ 土砂災害危険箇所の分布状況や新築動向などから見ると、市街地縁辺部におけ

る災害の危険性の高い市街地形成のおそれがある。 

 

  上記ａ．～ｄ．の理由により、本都市計画区域では区域区分の必要性は非常に高い。 

 

 

  ②区域区分以外の土地利用規制誘導方策の有無  

個別に自然環境などの保全を図ることにより市街地の拡散を防ぐ手法はあるもの

の、本都市計画区域の地形や自然条件を鑑みて、一体的に市街地形成の規制誘導を

行うことは困難であり、都市機能の集約を進める集約型の都市づくりを推進してい

く面からも区域区分により市街地形成の規制誘導を図ることが合理的である。 

 

  ③都市計画区域を取り巻く社会的状況  

本都市計画区域では、現行で区域区分を行っており、なおかつ今後とも区域区分

の必要性が高いと判断され、あえて区域区分を定めないとする特段の社会的状況は

見られない。 
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 ２）区域区分の方針  

令和１２年（基準年 平成２７年）の将来人口や産業規模などについては、平成２

７年に実施された国勢調査などをもとに推計した数値を、目標値として設定する。 

 

  ①おおむねの人口  

本都市計画区域の将来におけるおおむねの人口の目標を次のとおり設定する。 

 

年次 

 

区分 

平成２７年 

（基準年） 

令和１２年 

（基準年の１５年後） 

都市計画区域内人口 ５６５ 千人 おおむね ５０５ 千人 

市街化区域内人口 ５３６ 千人 おおむね ４８２ 千人 

     なお、市街化区域内人口は、保留された人口を含むものとする。 

 

  ②産業の規模  

本都市計画区域の将来における産業の規模の目標を次のとおり設定する。 

 

        年次 

 

区分 

平成２７年 

（基準年） 

令和１２年 

（基準年の１５年後） 

経済規模 工業系ＧＤＰ ５，０８６億円 ５，８１０億円 

商業事業系 

ＧＤＰ 
１３，１３２億円 １３，６４２億円 

就業構造 第１次産業 ７千人（ ３％） ４千人（ ２％） 

第２次産業 ５１千人（１９％） ３５千人（１６％） 

第３次産業 ２０５千人（７８％） １８５千人（８２％） 
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  ③市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係  

本都市計画区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動

向を勘案し、現時点で市街化している区域及び当該区域に隣接しおおむね１０年以

内に優先的かつ計画的市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化

区域のおおむねの規模の目標を次のとおり設定する。 

 

年 次 
令和１２年 

（基準年の１５年後） 

市街化区域面積 おおむね ９，６５５ ｈａ 

 

なお、市街化区域面積は、令和１２年時点における保留人口フレームに相当する

面積を含まない。 
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３．主要な都市計画の決定の方針  

 １）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

  ①基本方針     

本都市計画区域では、都市機能や生活利便性の維持・向上を図るため、無秩序

な市街地の拡大を抑制し、防災面や環境面にも配慮した計画的な土地利用を行う。

また、道路、下水道、河川、公園などの既存の都市施設、空き家や空き地などの

低未利用地を有効に利活用するとともに、公共公益施設等の再編を行うなど、市

街地の規模や役割に応じた効率的な土地利用や高度利用化を図る。 

さらに、都市の特性を踏まえつつ、立地適正化計画を活用して商業、医療、福

祉などの都市機能や居住の誘導を行い、公共交通と連携して、移動しやすく環境

負荷の少ない集約型の都市づくりを推進する。 

  ②主要用途の配置の方針  

   ａ．商業・業務地 

   【長崎市】 

県庁のある長崎駅周辺や長崎市役所のある魚の町地区及びその周辺地区には、

本県の業務の中枢となる施設や商業施設が集積している。 

当地区は、今後も、本県の業務活動において中心的な役割を果たすべき地区で

あることから、県都にふさわしい高密な商業・業務地として位置づける。 

ＪＲ浦上駅周辺及びＪＲ西浦上駅周辺には、商業・業務施設が集積しており、

ＪＲ長崎駅とこれらの地区を結ぶ一般国道２０６号沿道部およびその周辺部には、

宿泊、報道、金融、保険などの商業・業務施設、医療福祉施設、文化施設が立地

している。これらの地区については、計画的に土地利用の転換・高度化を図り、

商業・業務地として位置づける。 

元船地区から常盤・出島地区については、臨海部に港湾関連施設やＩＴ企業な

どの業務施設が立地し、多くの住民が利用する親水空間や芸術文化施設を有して

いる。 

当地区については、計画的に土地利用の転換を図り、商業・業務地として位置

づける。 

県下最大の商業規模をもつ浜町及びその周辺地区は、古い歴史を持つ商店街を

中心として、商業施設、娯楽施設が集積しており、歓楽街や中華街なども立地し

ている。 

当地区においては、にぎわいと活力のある魅力的な都市空間の形成やJR長崎駅

周辺、常盤・出島周辺との歩行者導線の強化と回遊性の向上などを図り、魅力的

で集客力の高い商業地及び観光地として位置づける。 

東長崎地域センター周辺部には、東公民館などの公共公益施設や、銀行などの

業務施設、商業施設などが立地している。 

当地区を、住民の日常生活を支える商業・業務地として位置づける。 

   【諫早市】 

諫早市役所周辺では、業務施設が立地し、当市の中心的な商店街が形成されて

いる。諫早駅周辺には、国や県の機関、医療施設が立地し、商店街が形成されて

いる。 

両地区は、互いに連携を保ちながら県央地域の商業・業務活動の中心としての

役割を果たすべき地区であるため、適正な都市機能の分担、土地利用の高度化な

どにより、高密な商業・業務地として位置づける。 

   【長与町】 

長与町中心部には、町役場、図書館、体育館などの公共公益施設、商業施設 

が立地している。 

当地区を、住民の日常生活を支える商業・業務地として位置づける。 
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   【時津町】 

時津町中心部には、町役場、図書館、警察署などの公共公益施設が立地し、日

常的な商業施設や大規模小売店舗が立地している。 

当地区を、住民の日常生活を支える商業・業務地として位置づける。 

 

   ｂ．工業地 

   【長崎市】 

飽の浦から立神地区には、大規模な造船関連産業の集積がなされている。 

当地区を、本県の基幹的な役割を担う工業の拠点として位置づける。 

神ノ島の機械・電子、毛井首の造船・鉄鋼、深堀の造船・機械など、臨海部工

業団地には、多くの工場が集積しており、長崎市小江の臨海部には、ＬＮＧ基地

が立地している。また、田中町には、隣接する長崎卸団地と一体となった内陸部

の工業団地が立地している。 

これらの地区を、地域の経済活動を支える工業地として位置づける。 

香焼地区の臨海部工業団地には、日本最大のドックを持つ造船所をはじめ、造

船関連産業が大規模に集積している。 

当地区を、本県の基幹的な役割を担う工業地として位置づける。 

   【諫早市】 

長崎自動車道諫早インターチェンジ近傍に位置する諫早中核工業団地や西諫早

産業団地は、精密機器、電気部品、ソフトウェア、情報通信機器、医療機器、物

流倉庫などの工場や事業所が集積しており、先端産業機能の維持・充実を図るべ

き工業地として位置づける。 

金属、機械、電子などの工場が集積する貝津金属工業団地においても、広域交

通の利便性を活かした工業地として位置づける。 

工業団地の整備が進み、今後企業の進出が予想される南諫早産業団地を広域交

通の利便性を生かした工業地として位置づける。 

   【時津町】 

臨海部には、電気・機械などの工業施設が集積し、一団となった工業団地を有

している。また北部臨海部の埋立地は、地域ニーズや社会情勢に応じて、計画的

な土地利用を進めていく。 

当地区を、周辺環境に調和し、地域の経済活動を支え地域ニーズに応じた工業

地として位置づける。 

 

   ｃ．住宅地 

長崎市、諫早市の中心市街地については、利便性を活かした都心居住を促進す

るため、周辺環境に配慮した中高層住宅地として位置づける。 

長与町、時津町の中心市街地についても、利便性の高い都市型居住を促進する

ため、周辺環境に配慮した中高層住宅地として位置づける。 

長崎市の斜面地に広がる住宅地については、基盤整備が立ち遅れた地区が多く、

人口減少、高齢化や空き家の増加など、様々な問題を抱えている。これらの改善

に取り組み、防災性や一定の利便性が確保された住宅地として位置づける。 

土地区画整理事業や新住宅市街地開発事業、民間の大規模な開発行為などによ

り整備された住宅団地については、計画的に都市基盤施設が配置され、良好な住

環境が確保された低層住宅地が多い。したがって、これらの地区については、今

後も、環境に配慮した良好な住宅地として位置づける。 
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   ｄ．流通業務地 

   【長崎市】 

東長崎地区には長崎卸団地、長崎市中央卸売市場、長崎花市場などの流通業務

施設が集積し、また三重地区には長崎県地方卸売市場長崎魚市場が立地している。 

これらの地区を、県域の主要な流通機能を担う地区として位置づけ、幹線道路

の整備促進による広域的なアクセス機能の充実を図る。 

   【諫早市】 

長崎自動車道及び島原道路のインターチェンジ周辺には運輸関連の流通業務施

設の立地が今後とも予想されることから、当地区を、広域交通の利便性を活かし

た流通機能を担う地区として位置づける。 

         

  ③市街地の住宅建設の方針  

中心市街地における活力の再生に向け、定住人口の増大を図る必要がある場合は、

市街地再開発事業などによる良質な都市型住宅整備を進め、都心居住を促進する。 

住宅建設については、耐震化やバリアフリー化などを促進し、安全・安心な住宅

地の形成を図る。また、省エネ住宅など低炭素社会に向けたまちづくりも促進する。 

斜面住宅地では、生活道路の整備や老朽密集家屋を改善し、安全快適な住環境の

確保を促進する。 

長崎市の滑石地区においては、老朽化した公営住宅の建て替えに併せて、都市基

盤施設の整備改善を行い、多様なニーズに対応した住宅供給を推進する。 

諫早市西部地区では、近年の社会情勢や多様なニーズを踏まえ、快適な住環境を

支える利便施設やサービス施設を誘導するなどし、良好な住宅市街地の形成を図る。 

 

  ④特に配慮すべき問題などを有する市街地の土地利用の方針  

   ａ．土地の高度利用に関する方針 

長崎市の中心市街地においては、平坦地に乏しい地形的制約がある中で、県域

の発展を牽引する高次な都市機能の集積、都心居住の受け皿の確保が必要である。

このため、都市機能の複合化に向けて建築物の共同化、中高層化などにより都市

機能の集積や土地利用の高度化を図る。 

諫早市の市役所周辺地区や諫早駅周辺においては、県央地域の中心としての都

市機能の強化と都心居住の促進に向けて、土地の高度利用を図る。 

長与町、時津町においては、地区の活性化に向けた都市機能の強化・充実を図

るなかで、必要に応じて土地利用の高度化を図る。 

   ｂ．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

ＪＲ長崎駅周辺については、長崎の玄関口にふさわしい交流とにぎわいのある

拠点にふさわしい都市機能の更新を図るため、新幹線の整備、面的な再整備や鉄

道の高架化などに併せ、適正な土地利用の転換を図る。 

長崎港松が枝地区については、長崎の「海の国際玄関口」として、国際ターミ

ナル機能、観光・交流機能などの強化を図るため、南山手地区などの周辺地域の

歴史的価値や景観を保全しながら、港湾事業と一体となった面的な再整備などの

適正な土地利用の転換を図る。 

   ｃ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

長崎市の斜面住宅地においては、道路、公園などの都市基盤施設の整備が遅れ、

老朽家屋の密集が著しい状況にある。このため、公共施設整備に努め、既存コミ

ュニティの維持に必要な住環境の改善を図る。 

計画的に整備された住宅団地などの新市街地では、周辺の自然環境と調和し、

ゆとりある良好な住環境の維持・形成を図るため、地区の実情に応じて地区計画

や各種協定の活用を図る。 
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   ｄ．市街化区域内の緑地又は風致の維持に関する方針 

長崎市の市街地背後には、稲佐山、金比羅山などに、まとまりある樹林地が残

されており、浦上川、中島川、八郎川などの河川とともに、市街地に潤いや安ら

ぎをもたらしている。こうした市街地内の身近な自然や親水空間の環境保全に努

める。 

市街化区域内にある東山手、南山手、風頭・寺町の風致地区は、文教施設や観

光施設、社寺などと一体となって、それぞれが長崎らしい特色ある風情を演出し

ていることから、今後ともその風致の維持に努める。 

諫早市の中心部には本明川が流れており、市街地に潤いと安らぎをもたらして

いるため、親水空間の環境保全に努める。 

また、御館山、上山、裏山の各風致地区は、社寺などと一体となって市街地内

のゆとりや潤いを感じさせる景観を構成していることから、今後ともその風致の

維持に努める。 

こうした地区以外にも、市街化区域内において良好な風致を残すべき地区につ

いては、その風致の維持に努め、必要に応じて風致地区などの制度を活用する。 

   ｅ．大規模集客施設の立地誘導方針 

都市構造や市民生活、地域経済及び行政運営に大きな影響を及ぼす大規模集客

施設※ １については、公共公益施設や商業施設・住宅などが集積し、都市生活の拠

点となるべき市街地（以下「まちなか」という。）の区域へ誘導することを原則

とし、都市機能の集積を図り集約型の都市づくりを推進する。 

なお、基本的な方針と具体的な手法・基準は、「長崎県大規模集客施設等立地

ガイドライン（平成１９年１１月）」によるものとする。 

長崎都市計画区域においては、下記を「まちなか」の基準を満たしている区域

とし、原則としてこれらの区域に大規模集客施設の立地を誘導する。 

 

長崎市 ・浜町や銅座などの中心商業地、長崎駅、浦上駅、住吉の周辺 

    ・東長崎地域センターの周辺、深堀の周辺 

諫早市 ・諫早市役所、諫早駅の周辺 

時津町 ・時津町役場の周辺 

 

※ただし、「長崎県大規模集客施設等立地ガイドライン」による特例的な区

域は含まない。 

※区域の概ねの範囲については、別紙のとおり 

 

※１：「大規模集客施設」とは、延べ面積が１万㎡を超える店舗・劇場・映画館・遊技場・文

化ホール等を指し、公共団体が設置するものも含む。 

   ｆ．集約型の都市づくりに関する方針 

都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の策定による商業、医療福祉など

の都市機能や居住の誘導と公共交通の効果的な連携により、移動しやすく環境負

荷の少ない都市構造の形成に資する土地利用を誘導し、コンパクト・プラス・ネ

ットワークの実現を目指す。 

 

  ⑤市街化調整区域の土地利用の方針  

   ａ．優良な農地との健全な調和に関する方針 

本都市計画区域の丘陵部を中心として、特産品となっているビワ、ミカンなど

が栽培され、また、諫早平野を中心として水稲などが栽培されるなど、安定した

農業生産活動が行われている。 

これらの農地は、食料などの安定供給を確保するうえで最も基礎的な資源であ
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ることから、都市的な土地利用の抑制及びその保全に努める。 

   ｂ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

本都市計画区域は、丘陵と山が海岸線に迫り、急傾斜で平地に乏しい地形であ

ることから、浦上川や中島川などの水系により形成された平地部分と周辺の斜面

地へ広く市街地が形成されており、集中豪雨などによる土砂災害を受けやすい都

市構造となっている。多くの土砂災害危険箇所を抱え、少子高齢社会の進展に伴

い避難活動や救援活動が困難となる状況において、砂防三法に基づく急傾斜地崩

壊対策工事、砂防工事、地すべり防止工事を実施するとともに、土砂災害防止法

に基づく土砂災害警戒区域などの指定による警戒避難体制の整備及び災害ハザー

ドエリア※ ２における開発の抑制や建築制限、移転促進など土地利用の規制誘導に

より激甚化する自然災害の防止に努める。 

 

※２：災害危険区域（崖崩れ、出水など）、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾

斜地崩壊危険区域、その他浸水ハザードエリアなどの災害ハザードエリア  

 

   ｃ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

野母半島県立公園に指定されている山地や海岸域、大村湾県立公園に指定され

ている山地や海岸域については、市街地と一体となって都市の魅力を高めている

ものであるため、その保全に努める。 

市街地縁辺部で比較的自然度が高いシイ・カシ林が広がっている箇所について

は、良好な自然環境を形成するとともに水源涵養などの機能を有しているため、

その保全に努める。 

   ｄ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

無秩序な市街地の拡大・拡散の抑制に努め、市街化調整区域においては、新た

な開発は原則として抑制する。ただし、市街化調整区域本来の性格を踏まえ農林

漁業との健全な調和を図りつつ、総合的なまちづくりの観点から住宅や産業立地

などの都市的土地利用が必要と判断される場合は、地域住民との合意形成及び周

辺環境と調和を図りながら地区計画などにより計画的な土地利用を検討し実現し

ていくものとする。また、人口減少などの著しい既存集落などにおいて、人口定

着やコミュニティ再生など活力回復のための措置を講じることが必要な地区につ

いては、地域住民との合意形成を図りながら、地区計画などを活用した土地利用

方策を検討する。 

なお、市街化調整区域における地区計画は、それぞれの地域特性に十分配慮し

ながら、環境・交通・土地利用の需要など総合的な観点から策定するものとする。 
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２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針  

  ２)－１ 交通施設  

  ①基本方針  

   ａ．交通体系の整備の方針 

長崎県新広域道路交通計画に基づき、高規格道路や一般広域道路の整備を推進

し、佐世保や大村、島原方面との広域的な連携強化を図るとともに、佐賀県、福

岡県など県外との交流促進を図り、多軸型ネットワークの構築を目指す。 

また、幹線道路網の整備により、交通の分散導入や他の交通モードへの転換を

促進し、都市環境の改善、都市機能の向上を図る。 

国内のみならず東アジアをはじめとする海外との広域交流を強化するためには、

広域高速交通の充実に資する九州新幹線西九州ルートの全線整備が不可欠であり、

早期実現に向けての取り組みを推進する。 

鉄道、港湾については、モーダルコネクト（多様な交通モード間の接続）の強

化や幹線道路などによる交通拠点へのアクセス強化に取り組んでいく。 

都市部における面的な交通マネジメントや、事故危険箇所への対策、また、広

域的な道路ネットワークの効果的・効率的な計画・整備に向けて、ＩＣＴ技術の

積極的な利活用を推進する。 

ひとにやさしいまちづくりをめざし、安全な歩行者空間の確保や駅、港湾の旅

客ターミナルなどにおける歩行者支援施設の整備、電停やバス停のバリアフリー

化などを図る。 

   ｂ．整備水準の目標 

概ね２０年後には、都市の骨格を形成する主要な幹線道路網及び交通体系を確

立することを目指す。 

また、本都市計画区域における公共交通機能を高めるとともに、交通混雑の緩

和をめざす。 

 

  ②主要な施設の配置の方針  

   ａ．道路 

高規格幹線道路である長崎自動車道は、本都市計画区域と大村方面、また、佐

賀県・福岡県方面などの県外との広域観光ルートの形成や産業・経済の活性化、

交流人口の増加、救急医療体制の支援に資する道路であるため、広域ネットワー

クを形成する幹線道路として位置づける。 

本都市計画区域と佐世保や島原方面との広域的な観光ルートの形成や産業・経

済の活性化、交流人口の増加、救急医療体制の支援などに資する広域道路として、

下記の道路を位置づける。 

・高規格道路 

長崎南北幹線道路（都市計画道路 浦上川線、常盤町田上線、長崎時津縦

貫線を含む） 

長崎南環状線（都市計画道路 女神大橋線、長崎外環状線を含む） 

西彼杵道路（都市計画道路 野田日並線を含む） 

島原道路（都市計画道路 諫早南バイパス線、諫早森山線を含む） 

・都市計画道路長崎外環状線 

・一般国道３４号長崎バイパス 

・一般県道長崎インター線 

 

本都市計画区域と周辺都市との連携を強化するとともに、住民の通勤・通学や

買物などの日常生活の利便性向上に資する広域道路として、下記の道路を位置づ
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ける。 

 

・都市計画道路 

江戸町蛍茶屋線、日見街道線、 

切通中野線、多良見諫早線、貝津下大渡野線、小野小船越線、 

旭大橋線、宝町立神町線、江戸町道ノ尾線、元村日並線、 

浦小島田線、嬉里時津線、長与中央線、福井田木床線、 

岡田西諫早線、東長崎縦貫線、大波止油屋町線、 

小ヶ倉平山線、大波止小ヶ倉線、 

滑石町線、香焼線、赤迫線、 

高田線、吉無田三根線、 

真崎貝津線、真崎久山線、宇都長野線、上平田上町線、破籠井鷲崎線、 

鷲崎川床線、目覚町油木町天主堂線、浦上川川端線、城山循環線、 

出島町西山町線、目覚町天主堂文教町線、大波止線、滑石野田線 

・一般国道 

３４号、５７号、２０２号、２０６号、２０７号、２５１号、 

３２４号、４９９号 

・主要地方道 

長崎畝刈線、香焼江川線、長崎多良見線、野母崎宿線、 

大村貝津線、諫早飯盛線、東長崎長与線、有喜本諫早停車場線 

・一般県道 

長崎式見港線、長崎芒塚インター線、 

大里森山肥前長田停車場線、諫早外環状線、昭和馬町線、 

神ノ島飽ノ浦線、小ヶ倉田上線、伊王島香焼線 

 

住民の日常生活の利便性向上に資する下記の道路については、沿道利用に配慮

した生活密着型の幹線道路として位置づける。 

 

・都市計画道路 

大橋町昭和町線、小ヶ倉蛍茶屋線、道の尾駅前線 

  つつじが丘西線、古賀駅前線 

・主要地方道 

諫早停車場線 

・一般県道 

道ノ尾停車場線、長与大橋町線、長崎漁港村松線、 

久山港線、田結久山線、諫早多良岳線、奥ノ平時津線、富川渓線、 

深堀三和線 

 

また、一般県道長崎野母崎自転車道線は、広く県民が身近に自然にふれ親しむ

ことのできるサイクリングロードとして位置づける。 

   ｂ．鉄道 

国内のみならず東アジアをはじめとする海外との広域交流を強化するためには、
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広域高速交通の充実に資する九州新幹線西九州ルートの全線整備が不可欠であり、

早期実現に向けての取り組みを推進する。 

ＪＲ長崎本線、ＪＲ大村線及び島原鉄道は、住民の通勤・通学や買物などの日

常生活の利便性向上に資する鉄道であることから、地域に密着した鉄道として位

置づける。 

路面電車は、住民の日常生活を支える地域に密着した軌道として位置づけ、さ

らなる利便性向上を図るための検討を行う。 

ＪＲ長崎駅周辺については、本都市計画区域の玄関口であり、交流とにぎわい

の拠点として位置づけ、新幹線、在来線、路面電車及びバスなどとの交通結節機

能の強化や充実を図る。 

ＪＲ諫早駅周辺については、県央地域の玄関口として各地域を相互に結ぶ広域

的な交流拠点であり、交通結節機能の強化・充実を図る。 

   ｃ．港湾 

長崎港は、国際クルーズ・旅客船の発着や、釜山との間に国際定期コンテナ航

路を有しているほか、五島地域や近郊の島々への航路を有するなど、西九州にお

ける人流・物流の拠点として、重要な役割を果たしている。 

今後、松が枝地区では、アジアとの地理的優位性を活かした国際ゲートウェイ

機能の拡充に向け国際旅客ターミナル機能を拡張し、元船地区については、国内

ターミナル機能や観光・交流機能の強化を図るため、面的に再整備するなど、周

辺と一体的なまちづくりや都市景観と調和を図りながら、魅力の高い重要港湾と

して位置づける。 

久山港、長与港、時津港については、住民の日常生活や産業活動を支援する、

地域に密着した地方港湾として位置づける。 

   ｄ．駐車場 

都市交通の円滑化及び都市機能の維持増進を図るため、駐車場整備計画に基づ

き、官民の適正な役割分担のもとで、将来の土地利用、経済活動、道路整備、交

通需要などを勘案した計画的な施策を推進する。 
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  ③主要な施設の整備目標  

概ね１０年以内に整備を予定する施設は、次のとおりとする。  

 

・高規格道路 

長崎南北幹線道路（都市計画道路 長崎時津縦貫線を含む） 

長崎南環状線（都市計画道路 長崎外環状線を含む） 

西彼杵道路（都市計画道路 野田日並線を含む） 

島原道路（都市計画道路 諫早森山線を含む） 

 

・都市計画道路 

貝津下大渡野線（一般国道３４号大村諫早拡幅） 

小野小船越線（一般国道５７号森山拡福） 

小ヶ倉平山線（一般国道４９９号栄上拡幅） 

滑石町線（主要地方道長崎畝刈線） 

道の尾駅前線 

破籠井鷲崎線（一般県道諫早外環状線） 

滑石野田線 

 

・主要地方道 

諫早飯盛線（諫早市西小路町～栗面町、土師野尾） 

野母崎宿線 

東長崎長与線 

 

・JR長崎本線連続立体交差事業（長崎駅周辺） 
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  ２)－２ 河川  

  ①基本方針  

   ａ．整備の方針 

河川は、住民の安全で安心な暮らしを支えることはもとより、都市内における

貴重な親水空間であり、動植物の生態系を保持する場でもあるが各地で豪雨災害

が頻発していることも踏まえ各河川の想定氾濫区域を定め、氾濫区域内の資産状

況、過去の洪水実績などを踏まえた治水対策の目標を定めたうえで、河川空間の

利用状況や動植物の生育状況などを十分に勘案し、整備・保全を図る。 

また、気候変動による外力増加が懸念されることも踏まえ、整備途上における

施設能力以上の洪水や、計画規模を超える洪水などにおける被害を軽減するため、

関係機関や地域住民と連携・協力し、水防体制の確立、雨量・水位などの河川情

報の地域住民への提供、洪水ハザードマップ等の作成支援などを行う。さらに、

災害に強いまちづくりのため、土地利用計画との調整を行うなど、集水域と氾濫

域を含む流域全体で、あらゆる関係者が協働して行う流域治水の取組を推進する。 

   ｂ．整備水準の目標 

河川の整備を行うにあたっては、各々の水系において、河川管理者が定める河

川整備基本方針、及び住民や学識経験者の意見を踏まえて河川管理者が定める河

川整備計画に基づくものとし、都市における安全性・快適性の向上を図る。 

 

  ②主要な河川の配置の方針  

一級河川本明川水系の河川や、二級河川浦上川、中島川、八郎川、若菜川、江川

川、多以良川、喜々津川、長与川、東大川の各水系の河川、二級河川戸石川、日見

川、千々川、鹿尾川、大浦川、小江川、手熊川、式見川、三重川、時津川、子々川

川、神浦川、久山川、西大川については、安全で快適な暮らしを支える重要な役割

を果たす河川として位置づける。 

 

  ③主要な河川の整備目標  

概ね１０年以内に整備を予定する河川は、次のとおりとする。 

 

・一級河川 

本明川、半造川 

・二級河川 

浦上川、大井手川、中島川、鹿尾川、高田川、時津川 

 

 

  ２)－３ 下水道  

  ①基本方針  

   ａ．整備の方針 

適切な雨水処理や生活排水・工場排水の衛生的な処理並びに長崎湾、大村湾、

有明海、橘湾、本明川、中島川及び浦上川などの公共用水域の水質保全を図るた

め、長崎県汚水処理構想及び長崎市、諫早市、長与町、時津町の各公共下水道事

業計画などに基づき、計画的、効率的に他の汚水処理手法と一体的に公共下水道

整備を推進し、都市環境や住環境の向上、浸水の防除を図る。 

   ｂ．整備水準の目標 

既成市街地及びその周辺区域の面的整備が概成しており、将来にわたって、都

市の健全な発達や公衆の衛生の向上のため、長崎県汚水処理構想や各公共下水道

事業計画などに基づき、適正な改築更新及び維持管理を図る。 
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  ②主要な下水道の配置の方針  

現在、諫早市で実施されている大村湾南部流域下水道の整備や都市計画区域内の

２市２町で実施されている公共下水道の事業推進を図り、他の汚水処理手法と併せ

早期に市街地のほぼ全域の処理が可能となるよう整備の促進を図る。 

本都市計画区域の公共下水道は、市街化区域及びその近傍を対象として段階的な

整備を進める。 

 

  ③主要な下水道の整備目標  

概ね１０年以内に整備を予定する下水道は、次のとおりとする。 

 

大村湾南部流域下水道 

長崎市公共下水道 

諫早市公共下水道 

長与町公共下水道 

時津町公共下水道 

 

 

  ２)－４ その他の都市施設  

  ①基本方針  

快適な都市生活、機能的な都市活動を確保するために、効率的かつ合理的なごみ

処理を推進する。このため、「長崎県廃棄物処理計画」に基づき、本都市計画区域

の長崎市域、西海市域、時津町域、長与町域を含む広域的な長崎・西彼ブロック（長

崎市など２市２町）において、４施設による広域処理を図る。 

同様に、諫早市域を含む広域的な県央・県南ブロック（諫早市、島原市、大村市、

雲仙市、南島原市）においては、３施設による広域処理を図る。 

また、出島和蘭商館跡は、貴重な文化遺産である出島史跡の建築物などを史実に

基づいた復元を図り、原風景の再現を推進する。 
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３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針  

  ①主要な市街地開発事業の決定の方針  

中心市街地において、高次都市機能の強化や集約による利便性、快適性の向上、

魅力ある都市型居住の確保などを図る必要のある地区においては、適切な都市機能

の再配置や土地利用の高度化を図るため、必要に応じて、市街地再開発事業などの

活用を図る。 

また、既成市街地において木造住宅が密集し、都市基盤整備が不十分な地区につ

いては、必要に応じて、土地区画整理事業や住宅市街地総合整備事業などを活用し、

防災性や利便性、住環境の向上を図る。 

 

  ②市街地整備の目標  

概ね１０年以内に実施を予定する事業は、次のとおりとする。 

 

長崎駅周辺土地区画整理事業 

東長崎平間・東地区土地区画整理事業 

諫早南部土地区画整理事業 

高田南土地区画整理事業 

時津中央第２土地区画整理事業 

浜町地区第一種市街地再開発事業 

 

 

 

４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針  

  ①基本方針  

   ａ．自然的環境の特性及び整備又は保全の必要性 

本都市計画区域は、大村湾、橘湾、有明海、角力灘によって四方を海に囲まれ

ており、野母半島県立公園や大村湾県立公園に指定されている自然度の高い植生

を有する森林など、豊かな自然環境を有している。このような豊富な自然環境に

ついては、保全に努めるとともに、自然とのふれあいの場としての活用を図る。 

また、長崎市中心部は、限られた平坦地から斜面地にかけて市街地が形成され

ており、その背後には、稲佐山、金比羅山などの自然環境が広がっている。 

こうした海・まち・山が一体となって、斜面都市長崎の象徴ともいうべき景観が

形成されており、この保全に努め、市街地内の良好な風致を維持している南山手

地区周辺などとともに、観光資源としての活用を図る。 

都市公園は、住民のレクリエーション活動の場であるとともに、都市の景観に

潤いを与え、動植物が生息・生育できる場であり、また、災害時においては、防

災機能を担う場でもあることから、規模、目的などを勘案し、機能的な配置を図

る。 

   ｂ．住民１人あたりの公共空地の面積 

長崎市、諫早市、長与町及び時津町の区域内の都市公園の住民１人あたりの敷

地面積は１０㎡以上を標準とし、市街地の都市公園の住民１人あたりの敷地面積

は５㎡以上を標準として整備を図る。 
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  ②主要な緑地の配置の方針  

   ａ．環境保全系統の配置方針 

野母半島県立公園や大村湾県立公園の豊かな自然環境については、その保全に

努めるとともに、身近な憩いの場としての活用を図り、自然とのふれあい空間を

形成する。 

ゲンジボタルの生息する河川、長崎県レッドデータブック及び長崎市レッドデ

ータブックで選定評価された絶滅のおそれのある野生動植物や長崎県未来につな

がる環境を守り育てる条例に基づいて指定された希少野生動植物の生息地、及び

その周辺地域については、その環境の保全に努める。 

まとまりある樹林を残す市街地背後の斜面樹林地、市街地内に残存する緑地は、

連続性も考慮しながら市街地の身近な自然環境として積極的に保全を図る。 

   ｂ．レクリエーション系統の配置方針 

上山公園（長崎県立総合運動公園）は、本都市計画区域のみならず広く県民が

余暇活動を楽しみ、スポーツを通しての交流を図ることができる広域的なスポー

ツ・レクリエーションの拠点として位置づける。 

稲佐山公園、唐八景公園、金比羅公園、平和公園、長崎東公園、長崎市総合運

動公園、御館山公園、香焼総合公園、長与総合公園は、本都市計画区域及び周辺

の住民が、身近に自然とふれあい、余暇活動を楽しみ、また、スポーツをとおし

て交流を図るなど、それぞれの公園の機能を活かした、根幹的な公園として位置

づける。なお、平和公園については、長崎南北幹線道路の整備に伴うスポーツ施

設の再配置を行い、市民の交流・スポーツ・憩いの場として、公園施設の充実を

図る。 

常盤・出島地区において長崎港内港再開発事業のなかで整備された長崎水辺の

森公園は、水辺空間を有するシンボル性の高い空間として位置づける。 

尾上地区の防災緑地については、貴重な水辺空間を有する広場として位置づけ

るとともに、災害時の防災機能を有する空間として位置づける。 

   ｃ．景観構成系統の配置方針 

長崎市の市街地背後に広がる、稲佐山、金比羅山などの自然環境については、

斜面市街地と一体となり、長崎特有の景観を構成していることから、この風致の

維持に努める。 

長崎市の茂木地区、福田地区及び諫早市、長与町、時津町のそれぞれ市街地の

外縁部においては、自然度の高いまとまりある緑地が残されている。 

今後も、自然と都市とが調和した市街地景観を維持していくため、連続性も考

慮しながらこれら緑地の保全に努める。 

   ｄ．その他 

長崎市の東山手・南山手地区は、世界遺産の構成資産を含むグラバー園やオラ

ンダ坂、洋風建物など、長崎の歴史を象徴する歴史的建造物が集積し、景観形成

重点地区や重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 

今後とも、これら長崎を代表する歴史的なまちなみ景観については、維持・保

全に努める。 

 

  ③実現のための具体の都市計画制度の方針  

   ａ．公園緑地等の整備目標及び配置方針 

レクリエーション系統として位置づけた公園のうち、上山公園、稲佐山公園、

唐八景公園、金比羅公園、平和公園、長崎東公園、香焼総合公園の各公園は総合

公園として、長崎市総合運動公園は運動公園として、既に都市計画決定されてお

り、今後も、施設の維持・充実を図る。 

 



 

22 

   ｂ．緑地保全地区等の決定目標及び決定方針 

市街地内の樹林地もしくは樹林に富める地区や水辺地などのうち、良好な自然

景観を有する地区については、必要に応じて風致地区などを定め、良好な都市環

境の形成を図る。 

長崎市域の南山手、潮見崎、唐八景、魚見、金比羅、普賢岳、東山手、風頭・

寺町、彦山、城山、岩屋山、茂木、滝の観音、高鉾の各風致地区、諫早市域の裏

山、御館山、上山、金比羅岳については、既に風致地区として都市計画決定して

おり、今後もこの風致の維持に努める。 

ただし、各風致地区の宅地化された部分については、風致との調和を図りなが

ら、良好な住環境の形成を図る。 

 

  ④主要な緑地の確保目標  

   ａ．整備予定の主要な公園等の公共空地 

概ね１０年以内に整備予定の主要な公園等の公共空地は、次のとおりとする。 

 

上山公園（長崎県立総合運動公園） 

稲佐山公園 

金比羅公園 

長崎市総合運動公園 

平和公園 

 

 

５）都市防災に関する方針 

①基本方針 

都市防災については、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づく「長崎

県地域防災計画」や水防法（昭和24年法律第193号）に基づく「長崎県水防計画」

などの計画とも十分連携を図り、必要に応じ都市計画を定めることなどにより都市

防災のための施策などを行っていく。 

また、立地適正化計画において防災指針を位置付けることにより、災害リスクに

対して計画的な防災減災対策を行っていく。 

 

 

６）景観に関する方針  

  ①基本方針  

県や市町の重要な施策などとの整合を図りつつ、都市計画区域内の都市景観、自

然的景観、歴史的景観など地域特性を活かした景観の保全や形成を推進し、景観行

政団体が定める景観計画に沿って必要に応じ景観地区や地区計画などの都市計画

を活用しながら良好な景観形成を図るものとする。 
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